
議案第2 8号

三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することにつ

いて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､

本議会の議決を求める｡

平成14年3月11日　　　　　　　　　　　　　　　　　一

三朝町長　　　吉　田　秀　光

平成1 4考3322日原審可決
三朝町議会議長恩昇

三朝町条例第　号

三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部

を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号(以下｢移

動条等｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引か

れた条及び号(以下｢移動後条等｣という｡)が存在する場合には､当該移動条

等を当該移動後条等とし､移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合に

は､当該移動後条等(以下｢追加条等｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条及び号の表示を除く｡以下｢改

正部分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(条及び

号の表示並びに追加条等を除く｡以下｢改正後部分｣という｡)が存在する場合

には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改正後部分に対応する改正部分

が存在しない場合には､当該改正後部分を加える｡
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並びに第9条第1項及び第2項の規

定に基づき､並びに育児休業法を実

塾するた恥_一職員の育児休業等に関
し必要な事項を定めるものとする｡

(育児休業をすることができない職

負)

第2条　育児休業法第2条第1項の条
例で定める職員は､次に掲げる職員
とする｡

(1)及び(2)　略

(3)　育児休業法第6条第1項の

規定により任期を定めて環用
された職員

(4)　三朝町職員の定年等に関す

る条例(昭和59年三朝町条例

第__堤__%i第4条第1項又は第
2項の規定により引き続いて

勤務している職員

(再度の育児休業をすることができる

特別の事情)

第3条　育児休業法第2条第1項ただ
し書の条例で定める特別の事情は､

次に掲げる事情とする｡

(1)　育児休業をしている職員が
三朝町職員の勤務時間､休暇

等に関する条例(平成7年三
朝町条例第14号)第14条の

規定による特別休暇(以下｢特
別休暇｣という｡)のうち別に

定めるものを与えられ､登と

i旦出産したことにより当該
育児休業の承認が効力を生
い､又は第5条農_2号に掲げ

る事由に該当したことにより

豊郷後､
当該特別休暇若しくは出産に

並びに第9条第1項及び第2項の規

定に基づき､職員の育児休業等に関
し必要な事項を定めるものとする｡

(育児休業をすることができない職
負)

第2条　育児休業法第2条第1項の条
例で定める職員は､次に掲げる職員
とする｡

(1)及び(2)　略

(3)　育児休業の承認を請求する

日から起算して1年以内に任

期が満了する職員及び三朝町
職員の定年等に関する条例
(昭和59年三朝町条例第13

条)第2粂め規定により退職
することとなる職員

(4)　三朝町職員の定年等に関す

る条例第4条第1項又は第2

項の規定により引き続いて勤

務している職員

(再度の育児休業をすることができる
特別の事情)

第3条　育児休業法第2条第1項ただ
し書の条例で定める特別の事情は､

次に掲げる事情とする｡

(1)　育児休業をしている職員が

三朝町職員の勤務時間､休暇

等に関する条例(平成7年三
朝町条例第14号)第14条の

規定による特別休暇(以下｢特

別休暇｣という｡)のうち別に

定めるものを与えられ､基蛙
出産したことにより当該育児
休業の承認が効力を失った
後､当該特別休暇若しくは出
産に係る子が死亡し､又は養
子縁組等により職員と別居す

ることとなったこと｡



係る子又は同号に規定する承
認に係る子が死亡し､又は養
子縁組等により職員と別居す
ることとなったこと｡

(2)　略

｣旦L　育児休業の請求の際両親が
育児休業等により子を養育す
るための計画について育児休

業計画書に辺_任免軽量旦主聖

上出た職員が
育児休業をし､当該育児休業

聖経ヱ塵｣豊並進旦生起温室
(当該子の親であるものに_限る㈱

旦当選子を常態として養育し
たこと(この号の規定に夢当
したことにより当該子につI､

て既に育児休業をしたことが
ある場合を除く｡)0

⊥生し　略

第4条　略

(育児休業の承認の取消事由)

第5条　育児休業法第5条第2項の条

例で定める事由は､次に掲げる事由
とする｡

｣上し　育児休業に係る子を職員些
外の当該子の親が常態として

養育することができることと

なったとき｡

___a).育児休業をしてい退廷旦三
ついて当該育児休業に係る子

以外の子に係る育児休業を承

琴しようとするとき｡

｣雌堤通避退旦塵遡虹週.fl.L
第5条の㌢　任命権者は､育児休業法

第6条第3項の規定により任期を更

新する場合には､あらかじめ職員の
同意を得なければならない｡

(2)　略

_　i L　略

第4条　略

(育児休業の承認の取消事由)

第5条　育児休業法第5条第2項の条
例で定める事由は､育児休業に係る
子を職員以外の当該子の親が常態と

して養育することができることとな
ったこととする｡



纂5条の3　略
2　略

第6条以下　略

第5条の2　略

2　略

第6条以下　略

附　則

(施行期日)

1　この条例は､平成14年4月1日から施行する｡ただし､次項及び第3項の

規定は､公布の日から施行する｡

(経過措置)

2　地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法

律第143号｡以下｢改正法｣という｡)の施行の目前に改正法による改正前の

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1

項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児

休業をしている職員を除く｡)については､改正法による改正後の地方公務員

の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情

には､改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し､

又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする｡

3　前項の規定は､既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には

適用しない｡


